
 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月１日に Google meet にて第３回事務局会が行われました。内容は大きく「第３１

回札幌市学校体育研究大会に向けて」「第５８回北海道学校体育研究大会の案内」「事務局

次長の安藤先生による＋ONE 研修」の３つでした。 

 その中でも話し合いのメインは、約１ヶ月と迫る第３１回札幌市学校体育研究大会につ

いてでした。大会の成功に向けて各部との連携を図り、２年後の全道大会、３年後の全国

大会へと歩みを進めていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市学校体育研究連盟 
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編集：編集部 札幌市立開成小学校 

発行：事務局 札幌市立山の手小学校 

 文責：水上 健志（札幌市立開成小学校） 

【事務局】     

 全道大会・全国大会に向けて、研究活動につながりをもたせるために、各ブロックの研究授業を第３１回

札幌市学校体育研究大会の一連の授業研と位置付ける。また、ブロック以外の先生にも呼びかけるなど参加体

制を整え、会員の意識向上と研究の深化をねらいたい。 

 

 

 

 

＜１―４ブロック＞ → １０／ ７（金） 辰田洋人先生（三角山小学校）跳び箱運動 

＜５－６ブロック＞ → １１／２５（金） 深澤昇暉先生（幌南小学校） 単元 未定 

＜中学校ブロック＞ →       未  定 

【総務部】 

・案内状の作成、発送 

 ※Googleフォームで各自

申込み（9/20締切） 

・参加者集約、受付名簿作成 

・会議等の司会、運営 

 

 

 

 

【庶務部】 

・二次案内、各種連絡書類

発送 

 ※送信する資料は全て 

山本先生（東山小）へ 

・掲示物の作成 

 

 

 

【研究部】 

・２回の指導案検討を実施。残り３回の検

討で授業を構築していく。 

・研究大会当日の流れと動きを作成した。

当日は人数制限（７０名）を設け、それ

以上の場合は多目的室で対応する。 

 

 

 

 

【編集部】 

・研究大会事前事後広報の作成、発送 

・研究紀要作成→事務局・庶務部へ 

 ※業者製本は行わず、事務局で８０部自前印刷 

 ※データが４メガを超える場合は、クラウド上

で対応 

 

 

 

【組織部】 

・靴置き場等の計画、

準備 

・駐車場の計画、整理 

・名札作成 

・受付業務 

 

 

 

【会計部】 

・研究大会の会計 

 ※不足分は特別会計より

補填 

・接待、物品手配 

 ※手指消毒スプレー購入 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.５８ 

第５８回北海道学校体育研究大会（上川大会）について 

○期日：令和４年１０月２８日（金） 

○美瑛分科会、東神楽分科会でそれぞれ２つずつの授業を公開。 

 ※参会者の最大人数はどちらも７０名。体育館のギャラリーより参観。 

○申込みは９月１４日（水）までにフォームで。※分科会会場はできるだけ「一任」で。 

 

第６１回全国学校体育研究大会（滋賀大会）について 

○期日：令和４年１１月１０日（木）～１１日（金） 

○参加の申込みは個人で９月１５日（木）までに行う。 

※参加者を支部で把握するため、申し込んだ方は９月２２日（木）までに谷先生へ連絡を。 

 ※ちなみに R５年度は山形、R６年度は山口で全国大会が開催される。 

 

 夏季実技研修会 活動報告～次年度に向けて～ 

○ICTに特化した研修があってもよい。○ネット型や陸上運動など色々な内容も検討してみては。 

○研究部以外の先生方にも講師として実践を紹介してもらっては。○大学生にも参加を募っては。 

 

 

 

 

今年度、第一回目の＋ONE研修を事務局次長であります、駒岡小学校の安藤九一校長先生に行っていただ

きました。「スポーツ化（？）」というテーマのもと、「スポーツ化」の変遷と「第３期スポーツ基本計画」に

ついて、分かりやすく話してくださいました。安藤先生、ありがとうございました。 

Q:なぜ、「体育の日」から「ス

ポーツの日」と変えたの？ 

A:体育より広い意味をもち、

自発的に楽しむことを含意

するから。 

（共生を重視） 

 

・日本体育協会→日本スポーツ協会（2018～） 

・国民体育大会→国民スポーツ大会【略称「国スポ」】（2024～） 

・スポーツ庁（2015～）  ・スポーツ基本法（2011）  

※学習指導要領の体育の目標にも「スポーツ」という言葉が初め

て使われる。 

 

 
【スポーツ基本法第９条＜スポーツ基本計画＞】 

文部科学大臣が５年ごとに作成し、今年度が第３期の

計画（第３期スポーツ基本計画）でスタート！ 

 

 

 

 

 

他にも… 

「３つの視点」 

・スポーツを「つくる／はぐくむ」 

・スポーツで「あつまり、ともに、つながる」 

・スポーツに「誰もがアクセスできる」 

 

全ての人が自発的にスポーツに取り

組むことで自己実現を図り、スポーツの

力で前向きで活力ある社会と絆の強い

社会を目指す！ 


